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国立大学法人小樽商科大学財産監守者等事務取扱要項 

 

（目的） 

第１条 この要項は，国立大学法人小樽商科大学財産管理規則（以下「規則」という。） 

第９条第２項の規定に基づき，国立大学法人小樽商科大学（以下「本学」という。）に 

おける財産監守者等の役職及び監守区域等の必要事項を定めることにより，財産の適正か 

つ効率的で良好な管理を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要項において「財産」とは，規則第２条第１項第１号から第４号に掲げるも 

のをいう。 

 

（財産監守者等及び財産監守区域） 

第３条 財産監守者及び財産補助監守者（以下「財産監守者等」という。）として指定す 

る役職及び財産監守区域は，別表のとおりとする。 

２ 前項によりがたい特別の事由があるときは，規則第５条第１項に規定する財産管理役 

（以下「財産管理役」という。）が指定する他の者をもって充てることができる。 

 

（財産監守者等の責務） 

第４条 財産監守者は，財産管理役の指揮監督を受け，その担当する財産の監守に関し， 

次の各号に掲げる事務を行うものとする。 

 （１） 財産の利用状況の点検 

 （２） 火気使用箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底   

 （３） 実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 

 （４） 電気及びガス器具の管理状況の点検 

 （５） 消火器具，消火栓及び防火用水の点検 

 （６） 避雷装置の点検 

 （７） 給排水設備の点検 

 （８） 建物等のき損状況の点検 

 （９） その他監守上必要と認める事項   

２ 財産補助監守者は，財産監守者の指揮監督を受け，前項各号に掲げる事務を補助する 

ものとする。 

３ 財産監守者等は，所轄する財産の監守上，施設，設備等の改善その他の措置が必要と 

認めたときは，財産管理役に報告しなければならない。 

 

（措置） 

第５条 財産管理役は前条第３項に規定する報告があった場合，財産管理上必要と認めた 

ときは，適切な措置を講ずるものとする。 

      附 則 

  この要項は，平成２０年７月１日から施行する。 

      附 則 

  この要項は，平成２１年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この要項は，平成２２年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この要項は，平成２８年４月１日から施行する。 

      附 則 
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  この要項は，平成３０年１０月１日から施行する。 

 



別表（第３条関係） 

                                                                        
  財産監守者等及び監守区域                                              

財産監守者 財産補助監守者  監守区域 

教務課長 

 

 

教務課課長代理 

 

 

学部学生及び大学院生が利用する講義室・ゼミ

室・研究室，札幌サテライト，教務課事務室，

学生センター，印刷室，入試室倉庫，グローカ

ル戦略推進センターコラボルーム，グローカル

戦略推進センターミーティング室，学生起業サ

ポートルーム，その他教務課に属する建物及び

建物附属設備 

学 生 支 援 課 長  学 生 支 援 課 課 長

代 理  
留学生修学室，国際交流会館，学生寮，学生セ

ンター，学生支援課事務室，キャリア支援室，

グローカルラウンジⅠ，グローカルラウンジⅡ

，国際連携本部長室，大学会館，体育施設，課

外活動施設，船舶，キャリア支援室倉庫，学生

なんでも相談室 /特別修学支援室，その他学生支

援課に属する建物及び建物附属設備  
学術情報課長 学術情報課課長代

理 

附属図書館の建物及び建物附属設備 

グロー

カル戦

略推進

センタ

ー  

教育支援

部門長  
教務課課長代理  
 
 

教育支援部門事務室，５号館３階倉庫  

産学官連

携推進部

門長  

学術情報課課長代

理  
 
 

産学官連携推進部門長室，共用研究室，客員教

授室，ミーティングルーム，事務室，資料室等

の産学官連携推進部門に属する建物及び建物附

属設備  
総務課長 

 

 

 

 

総務課課長代理 

 

 

 

 

学長室，副学長室，理事室，局長室，秘書室，

第１会議室，第２会議室，第３会議室，監事室

，情報開示室，緑丘会事務室，１号館会議室及

び談話室，総務課事務室，事務棟２階給湯室，

総務課・企画戦略課ロッカー室，防災備蓄倉庫

，書庫  
企画戦略課長 

 
企画戦略課課長代

理  
企画戦略課事務室 

 



会計課長 

 
管理係長 

 
会計課事務室，更衣室，倉庫，車庫，事務棟玄

関・廊下・トイレ・階段・ホール・ライトコー

ト，研究棟及び講義棟の玄関・廊下・階段・ト

イレ，緑丘荘，警務員室，その他他の財産監守

者に属さない土地・建物・構築物等  

入居者  職員宿舎  

施設課長 

 

 

施設企画係長  施設課事務室，１階給湯室，器材室（車庫隣）  

設備係長 

 
電話交換機室，ボイラー室，電気室，大学施設

建物内設備室及び機械室，PS，EPS 

言語センター長 

 

 

 

 

財産監守者から  
届出のあった者 

 

 

 

言語センター長室，言語センター事務室，マル

チメディアライブラリー，ＣＡＬラボラトリー

，ＢＬ教室１～４，ＬＬ１～２，言語情報処理

室，デジタルタスク室，その他言語センターに

属する建物及び建物附属設備  

保健管理センター

所長  
センターの看護  
師  

センターの建物及び建物附属設備 

 

情報総合センター

長 

 

学術情報課情報  
処理係長 

 

実習室（第１～第３），ネットワーク管理室，

会議室，事務室等情報総合センターに属する建

物及び建物附属設備  

         教 員 

                
 

化学実験室，自然科学実験室，機器分析室，心

理学実験室，教員研究室  

                                                                        


